
令和５年度千葉県 登録選考考査育休任期付職員
育短任期付職員
（一般行政）

受　験　案　内

考 査 日 ： 令和５年７月２日（日）

〒260-8667　　千葉市中央区市場町１-１（県庁南庁舎５階）

問　合　せ　先　人事委員会事務局任用課

電　　　　話　０４３-２２３-３７１７

ホームページ　https://www.pref.chiba.lg.jp/

受付期間

令和５年５月１５日（月）～６月１４日（水）

　　千葉県では育児休業や育児短時間勤務職員の代替として、任期付職員（育休任期付

職員及び育短任期付職員）を募集します。

○　この登録選考考査の合格者は、「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」

に登録され、口述考査（面接）に合格した場合に採用となります。

　　

○　職員の育児休業の取得状況等や口述考査の結果によっては、名簿に登録されても

採用されない場合があります。

【参考】登録名簿有効期限について（令和２年度～令和４年度）

　令和２年度から令和４年度に実施した「千葉県育休任期付職員・育短任期付職員登録

選考考査」に合格し「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」に登録されている

方の登録名簿有効期限は下表のとおりです。

千葉県人事委員会

令和２年度

７月４日
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８月３１日

登録年度
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登録名簿有効期限

令和３年度
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８月３１日
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１　育休任期付職員及び育短任期付職員について

育休任期付職員とは… 

育短任期付職員とは… 

＜採用までの流れ＞

⇒ ⇒⇒ ⇒ ⇒ ⇒

　県庁や県の出先機関（知事部局、教育委員会、公営企業等の各機関）で、育児休業を取得する職員の代

替職員として勤務をします。

　給与、勤務時間、休暇等の勤務条件は、原則として任期の定めのない職員と同様です。ただし、育児

休業の取得、育児短時間勤務等はできません。

　県庁や県の出先機関（知事部局、教育委員会、公営企業等の各機関）で、育児短時間勤務を行う職員の

代替職員として短時間勤務をします。

　給与、休暇等の勤務条件は、１週間の勤務時間数等に応じて決定します。その他、任期が定められてい

ること、短時間勤務であること、育児休業の取得、育児短時間勤務等ができないこと、扶養手当、住居手

当等、一部支給されない手当があること、福利厚生について取扱いが異なること以外は、原則として任期

の定めのない職員と同様です。

（１）受験申込み時に、希望勤務形態や希望勤務地等を申告していただきます。

　　なお、希望勤務形態は、育休任期付職員及び育短任期付職員の両方又はどちらか一方の選択ができます。

（２）登録選考考査に合格し、「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」に登録された方は、本人が

取消しを希望しない限り、登録日から３年間登録が継続されます。

（３）「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」に登録されている方には、育児休業を取得する職員や

育児短時間勤務を行う職員の状況等により、希望勤務形態や希望勤務地等を考慮の上、口述考査（面接）

を実施し、合格した方が採用されます。このため、職員の育児休業の取得状況等や口述考査の結果によって

は、「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」に登録されても採用されない場合があります。

人事委員会 任命権者(勤務先)

受

験

申

込

み

２　考査職種、登録予定人員、職務内容等

考査職種 登録予定人員 職務内容例 勤務先

一般行政 １３０名程度
知事部局等の
本庁又は出先機関 

〔注〕登録予定人員については、変更になる場合もあります。 

主事として知事部局、教育委員会(県立学校を含み、市町村
立学校を除く。)、公営企業等の各機関で、庶務・経理、企
画・立案、調査、指導、折衝等の一般行政事務に従事します。
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① 動作環境の確認

 「ちば電子申請サービス」のヘルプから「ＦＡＱ」を確認し、お使いのスマートフォンや

パソコンなどで申込みが可能かどうか確認してください。

注１　御使用の機種や環境によって、システムに対応できない場合があります。

 ２　後日、受験票（ＰＤＦ形式、Ａ４サイズ１枚）をダウンロードし、印刷していただき

ます。自宅に印刷環境のない方やスマートフォンで申請する場合は学校やコンビニエン

スストア等、印刷できる環境を事前に確認してから申請してください。

 ３　こちらの申込みでは、「ちば電子申請サービス」の利用者登録（利用者ＩＤの取得）

は不要です。

② 受験申込み

 「手続き申込」の検索メニューより「分類別で探す」に進み、「職員採用」を選択し、該

当する申込みフォームに必要事項を入力の上、送信してください。

注１　申込みが適切に行われた場合、申込み直後に「申請到達のお知らせ」と題した電子

メールを、登録されたメールアドレスあてに送付します。このメールが届かない場合、

申込みが完了していない可能性がありますので、必ず「ちば電子申請サービス」の「申

込内容照会」において、申込みができていることを確認してください。

　２　申込後は、必ず「整理番号」及び「パスワード」が発行されます。申込内容の照会や

受験票ダウンロードの際に使用しますので、必ず控えておいてください。

（１）年齢等

　　　平成１８年４月１日までに生まれた者

　　　※年齢の上限はありません。

　　　※学歴は問いません。

（２）以下に該当する者は、受験できません。

　　　ア　日本の国籍を有しない者

　　　イ　地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する者

　　　　・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　　　・千葉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　　　　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

　　　　　を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

　　　ウ　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

３　受験資格

４　申込方法

インター
ネット

申込書及び受験票（６３円切手貼付）に必要事項を全て記入して封筒に入れ、特

定記録郵便で千葉県人事委員会事務局任用課へ郵送してください（前記によらな

い場合の事故については、一切責任を負いません。）。

また、封筒の表に「育休・育短登録選考申込」と朱書し、裏面に住所、氏名を必

ず記載してください。

申込方法：

郵　送 

受付期間：令和５年５月１５日（月）～６月１４日（水）　*消印有効

受付期間：令和５年５月１５日 (月 )午前９時～６月１４日 (水 )午後５時　＊受信有効
＊受付期間を過ぎると、入力途中でも申込みができなくなります。
　時間に余裕を持って申し込んでください。

利用者登録をせずに申し込む場合、連絡先メールアドレスを入力していただいた後、

そのアドレスへ申込画面のＵＲＬを記載したメールを送信します。ＵＲＬにアクセス

し、必要事項を入力の上、送信してください。

連絡先メールアドレスの入力のみでは、受験申込みが完了したことにはなりませんの

で、御注意ください。

＊インターネットによる申込方法の詳細については、千葉県ホームページ（https://www.

　pref.chiba.lg.jp/）の「千葉県職員採用試験案内」のページを御確認ください。

＊メンテナンス等によるシステムの停止や通信・機器障害等によるトラブルについては一

切責任を負いません。期限に余裕を持った申請を推奨しています。

＊入力内容に誤りがないか、よく確認の上で送信してください。

＜重要＞
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１　受験票には、申込みの際には写真を貼らないで提出してください。考査当日に写真（最近６か月以

内に上半身、脱帽、正面向きを撮ったタテ４cm ヨコ３cm のもので本人と確認できるもの）を貼った

受験票を持参してください。

２　郵送又は持参による申込みの場合、受験票が６月２６日（月）までに到着しないときは、千葉県人

事委員会事務局任用課までお問い合わせください。

３　インターネットによる申込みの場合、申込到達から審査完了等の通知までお時間をいただく場合

があります。６月２２日（木）までに通知がないときは、人事委員会事務局任用課までお問い合わせ

ください。

８ 合格者の発表

期  日 方  法 

令和５年８月下旬 合格者のみに通知します。

１　合格発表の期日は変更となる場合があります（考査日当日に連絡します。）。

２　電話による合否の照会には応じていません。

〔注〕

（１）千葉県庁南庁舎の掲示板に合格者
の受験番号を掲示します。

（２）千葉県のホームページ
　　（https://www.pref.chiba.lg.jp/）

でもお知らせします。

〔注〕

　応募者が多数の場合などには、考査会場を変更することがあります。この場合、受験票に新たな考査会
場を指定した上、受験票の交付をもってお知らせします。

〔注〕

５ 申込書提出先
千葉県人事委員会事務局任用課 

  〒２６０-８６６７　千葉市中央区市場町１-１（県庁南庁舎５階） 

６ 考査の日時・場所

日  　 時 考 査 会 場 

令和５年７月２日（日） 千葉県教育会館
【受  付】午前８時４０分～午前９時 （千葉市中央区中央４丁目１３番１０号）

〔注〕

【考査終了】午後０時３０分頃（予定） 《６頁案内図を参照してください。》

申込書及び受験票に必要事項を全て記入し、千葉県人事委員会事務局任用課（県

庁南庁舎５階）へ直接持参してください（持参の場合、受験票に切手の貼付は必

要ありません。）。

令和５年５月１５日（月）～６月１４日（水）　*土日を除く。　午前９時～午後５時

申込方法：

持　参 

受付期間：

７ 考査の方法

考 査 方 法 考 査 内 容 

択一式 

（６０分）
教養考査 

作 文 

（６０分）
文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての筆記考査

公務員として必要な一般的な知識及び知能について高等学校卒業程度の筆記考査

（２５問）

＜出題分野：法律、政治、経済、社会一般、日本史、世界史、地理、物理、化学、

生物、地学、文章理解（英語を含む。）、数的処理、判断推理、資料解釈＞

１　各考査方法には一定の基準があり、基準に達しない考査方法が一つでもある場合、不合格とな

　ります。

２　考査方法のうち、棄権したものが一つでもある場合には、他の考査方法についても採点を行い

　ません。

〔注〕
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 育短任期付職員 

 〈任　期〉 

〈給　与〉 

　　任期は１年以内で、育児短時間勤務を行う職員の状況に応じて採用時に決定されます。
　　なお、育児短時間勤務期間の延長があった場合等には、１年以内で任期が更新される場合があります。

　　給与月額（週38時間45分勤務）に１週間に勤務する時間に応じた割合をかけて算出します。採用時の給
与額についての詳細は、『【参考】 採用時の給与について』をご覧ください。

　採用は令和５年９月以降から開始する予定ですが、職員の育児休業の取得状況等により随時採用され

ます。

　採用時の給与額についての詳細は、『【参考】 採用時の給与について』をご覧ください。

　任期は３年以内で、育児休業を取得する職員の育児休業請求期間に応じて採用時に決定されます。

　なお、育児休業期間の延長があった場合等には、３年以内で任期が更新される場合があります。

　１週につき３８時間４５分、１日７時間４５分（時差出勤制度あり。土曜日及び日曜日は休みになり

ます。ただし、交替制勤務の場合はこれと異なる場合があります。）

９ 採用予定日

10 任期・給与・勤務時間・休暇

 育休任期付職員 

 〈任　期〉 

 〈給　与〉 

 〈勤務時間〉 

 〈休　暇〉 

（年次休暇）採用月に応じて年間最大で２０日となります。

（特別休暇）結婚、忌引等 

 〈勤務時間〉 

 〈休　暇〉 
（年次休暇）採用月及び１週間の勤務日数等に応じて年間最大で２０日となります。

   （特別休暇）結婚、忌引等 

　職員の育児短時間勤務の状況に応じて４週間を超えない期間につき１週間当たり原則として１９時間

２０分以内（土曜日及び日曜日は休みになります。ただし、交替制勤務の場合はこれと異なる場合があり

ます。）の勤務となります。具体的な勤務時間等については、採用時に個別に決定します。

区　　分

勤務時間（週）

育休任期付職員

38時間45分

173,518円

229,975円

63,436円

84,076円

69,407円

91,990円

85,825円

113,750円

86,572円

114,739円

14時間10分 15時間30分 19時間10分 19時間20分

育短任期付職員

高校卒・職歴がない場合

高校卒・職歴10年の場合※

【参考】　採用時の給与について

　採用時の給与については、令和５年４月１日現在以下のとおりです（行政職給料表適用（高校卒）の場

合、地域手当９．２％を含む。）。

　なお、上位の学歴又は一定の職歴等を有する者には、その経歴に応じて所定の金額が加算されます（下

表参照）。

　上記のほか、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給され

ます。

給
与
額
（
月
額
）

※民間企業（正規）で10年間勤務した場合（参考例であり、上記とは給与額が異なる場合があります。）。
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11　考査成績の情報提供
（１）窓口での考査成績の閲覧

閲　覧 内 容 閲　覧 期 間 閲　覧 場 所 

・考査方法別得点
・得点が基準に達しなかった考査方法
　がある場合は当該考査方法 

合格発表日から１か月間 
千葉県人事委員会事務局任用課 

〔土日祝除く 午前９時～午後５時〕

（２）郵送による成績通知 

12 その他

　この登録選考考査については、下表のとおり、自己の成績を閲覧することができます。閲覧できる人

は、受験者本人のみとなりますので、必ず本人がお越しください。

　閲覧する際は、本人と確認できる書類（運転免許証、身分証明書等、顔写真付きのもの）を持参

してください。

　なお、考査成績について、電話やメール、郵便等（（２）の場合を除く）による情報提供には応じま

せん。

　郵送でも考査成績の情報を提供します。住所・氏名を記載した封筒

（長形３号）を用意し、４０４円分（簡易書留相当分を含む。）の切手

を貼り付けて（右図参照）、考査時に持参してください。提供する内容

は（１）と同じです。

（１）原則として任用期間中に勤務先の変更は行われませんが、職員の育児休業取得期間が短縮された場合

等には勤務先を変更する場合があります。

（２）本考査に合格し、名簿に登録されると、育休任期付職員、育短任期付職員以外に、配偶者同行休業任

期付職員や臨時的任用職員として採用される場合もあります。

　　　受験申込み時に、配偶者同行休業任期付職員及び臨時的任用職員としての勤務の希望の有無について

も、併せて申告してください。（申込書下段部分）

（３）育休任期付職員・育短任期付職員・配偶者同行休業任期付職員・臨時的任用職員への採用は、千葉県

職員（任期の定めのない）への採用と無関係であり、千葉県職員（任期の定めのない）への採用の際に

優先されるものではありません。

（４）「育休任期付職員・育短任期付職員登録者名簿」の有効期間は、登録日から３年間です。この期間内

であれば、一度採用された場合でも、再度採用されることもあります。

（５）採用の際に卒業証明書、職歴のある場合には在職証明書等を提出していただきます。

１　考査日以外は受け付けません。考査日当日に封筒を忘れた場

　合は（１）による閲覧を行ってください。 

２　通知する時期は、合格発表日以降の予定です。

〔注〕

４０４
円
分
の
切
手

○
○
市
○
○
町
○
○
○

○

○

○

○

様

朱
書

返信用封筒＝長形３号
（タテ２３５mm×ヨコ１２０mm）

【参考】配偶者同行休業任期付職員及び臨時的任用職員について

　配偶者同行休業任期付職員の任期は、３年以内となります。なお、職員の配偶者同行休業期間の延長が

あった場合等には、３年以内で任期が更新される場合があります。

　臨時的任用職員の任期は、６か月以内で必要な期間となります。なお、１回に限り、６か月以内の期間で

任期が更新される場合があります（最長１年間）。

13 この選考考査についての問合せ先
 （選考考査の実施に関すること） 

●千葉県人事委員会事務局任用課 任用・試験班  ℡０４３-２２３-３７１７ 

〒２６０-８６６７　千葉市中央区市場町 １-１（県庁南庁舎５階） 

（職務内容に関すること） 

●千葉県総務部人事課　勤務制度管理班　　　　　　℡０４３-２２３-２０３２（県庁本庁舎７階）
●千葉県教育庁企画管理部教育総務課　人事給与室　℡０４３-２２３-４１４３（県庁中庁舎９階）

このほか、千葉県のホームページ　https://www.pref.chiba.lg.jp/　でも案内しております。 
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千葉県人事委員会事務局任用課
℡０４３－２ －
〒２６０-８６６７
千葉市中央区市場町１－１（県庁南庁舎５階）

◆交通機関 

鉄道

バス

・ＪＲ内房線・外房線

　　本千葉駅下車　徒歩約１２分

・京成電鉄  

　　千葉中央駅下車　徒歩約１０分

・千葉モノレール　

　　葭川公園駅又は

　　県庁前駅下車　徒歩約６分

・ＪＲ千葉駅下車　徒歩約２０分

・ＪＲ千葉駅前から約１０分

　　中央４丁目バス停下車

　　徒歩約３分 

千葉県教育会館
千葉市中央区中央４丁目1３番１０号

◎中央４丁目バス停

文書館

バスターミナル

自治会館

中央公園

都 川

至
成
田
・
銚
子

ツインビル

きぼーる

県警本部

県議会

プラザ
菜の花

羽衣公園

県庁中庁舎

県庁本庁舎

裁判所

東京
電力

至東京

至木更津・茂原

本
千
葉

モ
ノ
レ
ー
ル
葭
川
公
園
駅

モ
ノ
レ
ー
ル
県
庁
前
駅

JR千葉駅 東千葉

千葉県
教育会館

京

　成

千

　葉

中
央
駅

県庁南庁舎

○　考査会場への駐車、駐輪は禁止しますので、公共交通機関（電車等）を利用してください。

○　ゴミは全て持ち帰っていただきます。

○　計算、メモリー、翻訳機能付時計の使用は禁じます。

○　考査時間中は、携帯電話等の電源を切ってください。

○　考査会場は禁煙とします。

○　考査当日における車椅子での来場、補聴器等の使用、手話通訳の利用など、受験に際して要望のある場

合は、6月22日（木）までに千葉県人事委員会事務局任用課に必ず申し出てください。

○　考査会場に、この考査についての問合せはしないでください。

○　災害等で選考が実施できない場合など緊急のお知らせは、ホームページ及びツイッター

（https://twitter.com/Chibaken_saiyou）でお知らせします。

写真を貼った受験票、鉛筆又はシャープペンシル、黒のボールペン及び消しゴム

２３ ３７１７

注意事項

考査当日に持参するもの

考査当日の注意事項
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